
 

 

  

 

◎浜松市の行政区再編に伴う保険者番号の取り扱いについて 

 浜松市が令和６年１月１日より行政区を現在の７区から３区に再編されることとなりました。 

つきましては、同封の「浜松市からのお知らせ」をご参照ください。 

 

 

◎保険医療機関等の所在地変更の取り扱いについて 

 浜松市行政区再編に伴い、所在地が変更となる保険医療機関等につきましては、本会において「柔

道整復施術療養費請求及び受領に関する届出」の所在地を変更しますので、変更の届出を提出する

必要はありません。 

 

 

◎柔道整復施術療養費支給申請書の早期提出へのお願い 

 柔道整復施術療養費支給申請書の提出については毎月 10日が提出期日となっていますが、令和

５年12月、令和６年２月及び３月は 10日が休日となります。提出期日が休日の場合は本会を開所

し受付業務を行いますが、提出期限日前の早期提出に御協力をお願いします。 

 

  国保連合会だより 

 

   ＮＯ． ２０２３－柔－３ 

    令和５年 11月 10日 

    静岡県国民健康保険団体連合会 
    〒４２０－８５５８ 

      静岡市葵区春日２丁目４番３４号 
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https://www.shizukokuhoren.or. jp/ 




